
経済産業省のヘルスケア産業政策 
ー 生涯現役社会の実現ー 

平成29年９月22日 

経済産業省 商務・サービスグループ 

ヘルスケア産業課 



１．健康・医療分野の現状と目指すべき方向 
 
２．生涯現役社会の実現に向けた政策 
   
  ① 次世代ヘルスケア産業協議会 
  ② 供給面の対策 ｰ ヘルスケアビジネスの創出支援 
  ③ 需要面の対策 ｰ 健康経営の推進 
 

３．今後の政策の方向性 
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2 （出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」、総務省「人口推計」 
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（万人） 

0  〜  14  歳 

15  〜  64  歳 

65  〜  74  歳 

75  〜  84  歳 

85  〜 歳 

将来推計 実績 

日本の将来人口推計 

高齢者 

○ 少子高齢化が進展する中で、高齢者の人口比率は今後拡大していく見通し。 

○ ただし、65歳以上の高齢者の人口は横ばい。85歳以上の人口比率は急速に拡大。 



 社会保障給付費の推移 

○ 社会給付費は年々増加しており、２０１６年度は１１８兆円を上回る水準となっている。 

○ 現在、国民医療費は４０兆円を超えており、２０２５年度には約６０兆円に達する見込み。 

○ 介護保険給付費は、現在の１０兆円から２０２５年度には約２１兆円に達する見込み。 
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主な死因別に見た死亡率の年次推移 

（出典：厚生労働省 平成24年 人口動態統計月報年計(概数）の概況） 

感染：異物侵入型 

老化：細胞劣化型 

○ かつて死因の１位だった結核（感染症：外因性）は、抗生物質の使用等により急減。 

○ 近年増加しつつある疾患は主として老化（細胞劣化：内因性）や生活習慣に起因するもの。 

☆ 疾患の性質が変わりつつあることを踏まえた治療方法・治療薬の開発が必要。 
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平均寿命と健康寿命 

○ 平均寿命も世界一であるが、平均寿命と健康寿命の差（不健康寿命）は約10年。 

○ 健康寿命を延伸し、平均寿命との差を如何に小さくするかが重要。 

71.19 

74.21 

80.21 

86.61 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 

男性 

女性 

平均寿命 健康寿命 

【日本の平均寿命と健康寿命】 

12.40年 

9.02年 

出典：平成27年版高齢社会白書 5 



女 性 

Graduate 

Decline(87.9%) 

Early 
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(87.9%) 

 

 (12.1%) 

自 立 

手段的日常
生活動作に
援助が必要 

基本的＆手
段的日常生
活動作に援
助が必要 

死 亡 

 出所)  秋山弘子 長寿時代の科学と社会の構想   『科学』  岩波書店, 2010 

自立度の変化パターン ① 

－全国高齢者20年の追跡調査 
（全国から無作為に6000名の高齢者を抽出、1987年から3年毎に同じ質問）  

年 齢 
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男 性 

年 齢 

Graduate Decline 

(70.1%) 

Resilient (10.9%) 
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自 立 

手段的日常
生活動作に
援助が必要 

基本的＆手
段的日常生
活動作に援
助が必要 

死 亡 

自立度の変化パターン ② 

－全国高齢者20年の追跡調査－  

 出所)  秋山弘子 長寿時代の科学と社会の構想   『科学』  岩波書店, 2010 
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悪性新生物 
11.7% 

高血圧性疾患 
6.2% 

脳血管疾患 
6.1% 

心疾患 
6.2% 

糖尿病 
4.2% 

眼科 
3.6% 

骨折 
3.9% 

筋骨格系 

（関節等） 

7.8% 精神疾患 
6.5% 

神経系 

（アルツ 

ハイマー） 

4.4% 

呼吸器系 
（肺炎等） 

7.4% 

消化器系 
5.9% 

その他 

(腎不全、感染症等) 
26.1% 

医科診療費の傷病別内訳（2013年度） 

出典：厚生労働省「平成25年度 国民医療費の概況」 

傷病 
2013年度 
医科診療費 

悪性新生物 3兆3,792億円 

高血圧性疾患 1兆8,890億円 

脳血管疾患 1兆7,730億円 

心疾患 1兆7,878億円 

糖尿病 1兆2,076億円 

筋骨格系（関節等） 2兆2,422億円 

骨折 1兆1,313億円 

眼科 1兆0,431億円 

神経系 

（アルツハイマー等） 
1兆2,768億円 

精神疾患 1兆8,810億円 

呼吸器系（肺炎等） 2兆1,211億円 

消化器系 1兆7,015億円 

その他 
（腎不全、感染症等） 

7兆3,111億円 

合計 28兆7,447億円 

①生活習慣病 
(34.4%) 

②老化に伴う疾患 
(15.3%) ③精神・神経の 

疾患 
(10.9%) 

【医科診療費の傷病別内訳】 

（2013年度総額 28.7兆円） 

○ 医科診療費（2013年度）の3分の1以上が生活習慣病関連。 

○ 生活習慣病関連のほか、老化に伴う疾患、精神・神経の疾患の占める割合が高い。 

生活習慣病が 

全体の3分の1以上を 

占める(34.4%) 

④器官系の疾患 
(13.3%) 
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予防・健康管理に
対する投資拡大 

運動・食事指導サービスの活用等 
重症化予防サービスの充実 

フィットネス事業者
によるサービス 

配食事業者による 
食事指導サービス 

   
 

透析フェーズ 
 

対象者数： 10万人 
年間医療費：580万円／人 

  
 

通院フェーズ 
 

対象者数： 200万人 
年間医療費：40万円／人 

   
 

健常者・予備群 
 

対象者数：8千万人 

糖尿病以外の生活習慣病を合わせると、年間４兆円の市場創出、１兆円の医療費削減効果
が見込まれる。 

 
公的保険外
サービス 

 

（備考）株式会社日本総研（2013）『経済産業省「平成24 年度医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出調査研究事業（医療・介護周辺サービス産業創出調査事業）調査研究報告書』図6－49。 
（注）各疾患について健康から重症（慢性化）に至るいくつかのステージ別人員、費用、対応するサービス単価を基に、例えば10％のサービス利用率で生まれる市場規模と医療費削減額を算出している。 

ブ
ロ
ッ
ク 

ブ
ロ
ッ
ク 

＜参考＞予防・健康管理サービスへの期待（糖尿病の例） 
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11% 11% 10% 10% 11% 10% 8% 

28% 27% 28% 32% 

43% 
50% 52% 

17% 18% 17% 14% 

10% 
7% 6% 

43% 43% 45% 44% 
36% 33% 34% 

0% 

50% 

100% 

40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 

4% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 

53% 51% 50% 51% 56% 55% 54% 

3% 4% 4% 4% 
3% 3% 3% 

40% 40% 41% 40% 36% 38% 40% 

0% 

50% 

100% 

40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 

約2,790万人 

約472万人 

特定健康診査未受診者 

潜在的保健指導対象者 

医機関における治療 

約2,537万人 

特定健康診査受診者 

＜男  性＞ ※約2,600万人 
受診済・指導の必要なし 

受診済・指導の必要あり 

未受診・指導の必要なし 

未受診・指導の必要あり 

※1 特定健康診査 
   医療保険者（国保・被用者保険）が、40～74 歳の加入者（被保険者・被扶養者）を 
   対象として毎年度、計画的に（特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき） 
   実施する、メタボリックシンドロームに着目した検査項目での健康診査 

※2 特定保健指導 
   医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度、計画 
   的に（特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき）実施する、動機付け支援・積極的支援 

出典：「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」 （厚生労働省） 

＜女  性＞ ※約2,700万人 

未受診者をターゲットにした予防対策の必要性 

○ 特定健康診査の未受診者数は約2,790万人。このうち特定保健指導対象者数は約472万人と推定。  

  未受診者をターゲットにして、的確に予防の網を掛けていくことが重要。 
    ※対象者数（約5,327万人）×未受診率（52.4%）×特定指導対象者割合（16.9%)  出典：「25年度特定健診・保健指導実施状況」（厚生労働省） 
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公
的
医
療
費
・介
護
費 

年齢 

    現状の公的医療費・介護費の支出 

    目指すべき公的医療費・介護費の支出 

 目指すべき姿 ～予防・健康管理への重点化～ 

生活習慣病等の予
防・早期治療を通じた
重症化予防による「医
療費・介護費の伸び
の抑制」   ※２ 

※２ 予防・健康管理サービス（ヘルスケア産業）を 
          活用した地域包括ケア等との連携 

○ 公的保険外の予防・健康管理サービスの活用（セルフメディケーションの推進）を通じて、生活習慣の改善や 受
診勧奨等を促すことにより、『①国民の健康寿命の延伸』と『②新産業の創出』を同時に達成し、『③あるべき医療
費・介護費の実現』につなげる。 

○ 具体的には、①生活習慣病等に関して、「重症化した後の治療」から「予防や早期診断・早期治療」に重点化する
とともに、②地域包括ケアシステムと連携した事業（介護予防・生活支援等）に取り組む。 

※１ 予防・健康管理サービス（ヘルスケア産業）を 
    活用した生活習慣病の改善や受診勧奨 
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○ 誰もが健康で長生きすることを望めば、社会は必然的に高齢化する。 → 「高齢化社会」は人類の理想。 

○ 戦後豊かな経済社会が実現し、平均寿命が約50歳から約80歳に伸び、一世代（30年）分の国民が出現。 

○ 国民の平均寿命の延伸に対応して、「生涯現役」を前提とした社会経済システムの再構築が必要。 

経済活動 再就職（短時間労働） 

ボランティア（社会貢献） 

農業・園芸活動 等 

身体機能の維持（リハビリ等） 

居宅サービスの利用 

企業にとってこの期間を如何に健康で働
いてもらうかが重要：健康投資 
→ その後の健康寿命にも大きく影響 

経済活動へのゆるやかな参加 
ボランティア等社会貢献： 
新たなビジネス創出の必要 
地域社会の特性に応じた働き
方、社会貢献の在り方を検討。 ニーズに応じた 

ケア体制の整備 

 この期間（健康寿命）を如何に長く維持することができるか 

＜フルタイムでの活動＞ ＜第二の社会活動＞ ＜介護サービス  
  ・施設等の利用＞ 

居宅継続の
場合も 

最期まで自分らしく
生きるための多様な
ニーズに応じた柔軟
な仕組み作り 

介護施設の利用 

政策の方向性 ～「生涯現役社会」の構築～  

12 



○ 我が国の社会経済システムは、戦後復興・経済成長期に整備されており、平均寿命の延伸に伴う変化に対応でき
ていない。新たな経済主体の存在を前提とした医療・介護等の制度の見直しを行うことにより、社会保障費の適正化
を図るとともに、これに伴う新たな産業（雇用）の創出を実現することが可能となる。 

医療費 

（40兆円） 早期発見、早期対応により、 
医療費の適正化が可能。 診断薬等の開発により、適切な

治療方法の選択 

予防、食生活管理等の併用 

効率的な治療体制の整備 
（ジェネリック薬の活用等） 

介護費 

（10兆円） 社会参加、リハビリ 

社会的存在としての位置づけ 
経済活動へのゆるやかな参加 
ボランティア等社会貢献 

ニーズに応じたケア体制の整備 
（地域包括ケア） 

地域社会の特性に応じた働き方、
社会貢献の在り方を検討。 

食生活や運動管理のための
サービス需要が増大。 

健康維持を兼ねた社会参加と経済
活動の融合を実現することが必要。 
(地域発の新ビジネスモデルの創出) 

早期診断のための機器の開発や、 
個別化医療に対応する医薬品の 
開発、低侵襲の医療機器の開発等
が求められる。 

早期診断や健康管理に対する   
企業や自治体の取り組みが重要。  

真に必要な介護 

＜生活管理＞ 
糖尿病等生活習慣病 

＜老化由来＞  がん、 
アルツハイマー等精神疾患 

＜通常疾患＞   
 感染症、外傷 等 

 超高齢化社会への対応：政策の全体像（社会保障見直しのイメージ） 

コスト削減 産業の創出 
13 
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① 次世代ヘルスケア産業協議会 

健康投資WG 
 

 主査：森晃爾 
産業医科大学産業生態科学研究所教授 

日本医師会委員：今村副会長 

新事業創出WG 
 

 主査：武久洋三 
日本慢性期医療協会会長 

日本医師会委員：中川副会長 

生涯現役社会実現に向けた 

環境整備に関する検討会 
 

 座長：秋山弘子 
東京大学高齢社会総合研究機構特任教授 

日本医師会委員：笠井常任理事 

 

企業保険者等が有する個人の健
康・医療情報を活用した行動変容

に向けた検討会 

 座長：大山永昭 
東京工業大学像情報工学研究所教授 

日本医師会委員：石川常任理事 

次世代ヘルスケア産業協議会 
 

   座長：永井良三    自治医科大学学長 

          日本医師会：横倉会長 

 「日本再興戦略」に基づき、平成25年12月に「健康・医療戦略推進本部：本部長 内閣総理大臣」の下に次
世代ヘルスケア産業協議会を設置（事務局：経済産業省）、内閣官房・厚生労働省・農林水産省・経済産
業省・観光庁・スポーツ庁等の関係省庁連携の下で、ヘルスケア産業の育成等に関する課題と解決策を検討。 

 平成28年6月に第5回を開催し、地域におけるヘルスケア産業の育成や健康経営の推進等に向けた具体策を示
した「アクションプラン2016」をとりまとめ、成長戦略等に検討内容を反映。 

供給面 需要面 

○第１回会合 

日時・場所：平成25年12月24日 官邸会議室  

議題：次世代ヘルスケア産業の創出・育成について 
 

○第２回会合 

日時・場所：平成26年6月5日 官邸会議室  

議題：次世代ヘルスケア産業協議会中間とりまとめについて 
 

○第３回会合 

日時・場所：平成26年11月26日 中央合同庁舎会議室  

議題：中間とりまとめ以降の進捗と今後の取組方針について 

○第４回会合 

日時・場所：平成27年5月18日 中央合同庁舎会議室  

議題：アクションプラン２０１５のとりまとめ    

○第５回会合 

日時・場所：平成28年4月22日 中央合同庁舎会議室  

議題：アクションプラン２０１６のとりまとめ  

○第６回会合 

日時・場所：平成29年4月28日 中央合同庁舎会議室  

議題：アクションプラン２０17のとりまとめ  
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次世代ヘルスケア産業協議会の検討の視点 

需給一体となった対応 

（事業環境の整備） （健康投資の促進） 

地域資源の活用 

グレーゾーンの解消 

資金・人材の充実 

品質の見える化 
企業・健保等による 

健康サービスの活用促進 

健康投資対効果の見える化 

健康投資に対する 
インセンティブの措置 

新たな健康サービスの創出 「健康」に対するニーズの拡大 

健康長寿社会の実現 

安全 
安心 

 国民の健康寿命の延伸  あるべき医療・介護費の実現  新産業の創出 

需要面（健康投資WG） 供給面（新事業創出WG） 

 ヘルスケア分野は、高齢化や健康・医療ニーズの多様化を背景に、公的保険内サービスの充実に加えて、健康
増進・生活習慣病予防サービスなどの多様な公的保険外サービスへの期待も高まっている。 

 政府としても、成長戦略の重要な柱の一つとして、市場や雇用の創出が見込まれる分野と位置づけており、具体
的な対応策の検討が喫緊の課題。 

 具体的には、需要と供給の好循環を生み出す視点に基づき、（１）企業・健保等による健康投資の促進、 
（２）公的保険外のヘルスケア産業の創出を推進。 

健康経営のノウハウ提供 
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「地域版協議会」の整備 
リスクマネーの供給 
SIB等による新たな資金供給 

② 供給面の対策 – ヘルスケアビジネスの創出支援 

 地域の自立的な取組を後押し・加速化することが重要であり、このために、地域発のヘルスケアビ
ジネス創出を支援する仕組みを構築。 

 事業者の成長段階に合わせた支援を実施。 

ビジネスノウハウの提供 
先進事例の共有 
規制緩和やグレーゾーンの解消 

第1フェーズ 
 ビジネスの構想期 

①地域課題の発掘・発信 
②地域事業者の発掘・育成 

第2フェーズ 
 ビジネスモデル構築期 

③ビジネスコンセプトの設計 
④ビジネスモデルの策定・実証 

第3フェーズ 
 ビジネス発展期 

⑤事業計画（戦略）策定 
⑥資金調達 
⑦ビジネス着手・発展 

地域ヘルスケアビジネス・イノベーション・ハイウェイ構想 

HIHi構想（Healthcare Innovation Highway） 
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第１フェーズ：地域関係者との連携促進（地域版協議会） 

○地域関係者（医療・介護機関、自治体、大学、民間事業者など）が集まり、地域課題等を共有すると
ともに、それらの解決方法や新たな事業創出について検討する場が必要。 

○経済産業省としては、都道府県を中心に「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置を促進し、地
域関係者の連携促進や、地域に根ざした産業創出を後押しする。 

行政 医療・介護機関 金融機関 

飲食関係者 

農業関係者 

商業施設・商店街 
物流 大学・教育機関 

地域資源 

地域版次世代ヘルスケア産業協議会 
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 地域ぐるみで、①健康への気づき、②法定健診への誘導、③結果に関する医師による相談・助言、④リ
スクの大小に応じた対応（予防～医療行為まで）を切れ目なく提供できる連携体制を整備し、１次
予防の網を張り巡らせていくことが必要。 

切れ目なく健康サービスを提供できる仕組みの構築 

＜①健康への気づき＞ 

健康の気づきサービス 
 

（地域における医療機関、郵便局、公
民館、薬局、駅ナカ、ジム、 カフェ等で

の受診勧奨など） 

医療機関で
の相談・診断 

＜③医師による確認＞ ＜④対応＞ ＜②保険者等による法定健診＞ 

医療機関 

（例） 
・地域の診療所 
・地域の病院 

（例） 
・料理教室 
・フィットネスジム等 

自治体や、食事・運
動・睡眠等のサービス
提供者 

提供者 

（例） 
・医療機関   ・住宅団地 
・自治体   ・旅館 
・公共交通機関   ・コンビニ 
・フィットネス   ・商業施設 

保険者・企業 

地域版次世代ヘルスケア産業協議会 
【
責
任
主
体
】 

医療機関 自治体 ヘルスケア事業者 金融機関 19 



「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置の促進 

新ヘルスケア産業フォーラム（中部） 

四国の医療介護周辺産業を考える会 

九州ヘルスケア産業推進協議会 

＜設置済み＞ 
 

○青森県 
○栃木県  
○群馬県 
○埼玉県 
○神奈川県 
○長野県 

 
 

○静岡県 
○三重県 
○滋賀県 
○大阪府 
○鳥取県 
○島根県 
 

＜設置済み＞ 
 

 ○仙台市 
 ○上山市 
 ○川崎市 
 ○松本市 
 ○富山市 
 ○神戸市 
 

万国医療津梁協議会  

北海道ヘルスケア産業振興協議会 

 

 
○広島県 
○徳島県 
○長崎県 
○熊本県 
 

都道府県   
 ○岡山市 
 ○松山市 
 ○北九州市 
 ○合志市 
 ○鹿児島市 
 ○薩摩川内市 

市町村 

 地域の関係者（自治体、医療・介護機関、民間事業者等）の連携を促進し、地域ニーズを踏まえたヘルスケア
産業の創出を後押しするため、「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置の促進を図っているところ。 

 地域版協議会は、全国５ブロック、１６府県、１２市で設置されており、そのうち地域の医師会が関与する協議
会は、全国２ブロック、６府県、３市（平成29年２月末時点）。 

   ※2017年２月末時点 

 赤線(   ) ： 現時点で、地域の医師会が関与している協議会 
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地域でのヘルスケアサービス創出事例 

 地域版次世代ヘルスケア産業協議会等を活用し、地域において医療・介護関係者と地域事業者が連携し
てサービス提供を行うモデルの確立に向けた実証事業を実施。 

 これまでに実施した事業の中からも、地域において継続的に定着している事例も現れ始めている。 

＜地域医療機関と他業種の連携＞  

【テーマ】地域版体験型健康医学教室を 
     中核とした多職種協働事業モデルの検証 
【実施団体】株式会社True Balance、鹿児島大学、 
       国立研究法人産業技術総合研究所 ほか 
       （鹿児島県南さつま市） 

  

【体験型健康医学教室の様子】 

○生活習慣病予防や脳梗塞発症予防などのライフステージ
に応じたヘルスケア教育「体験型健康医学教室」を医師
等が開発。 

○フィットネスジムや企
業、学校など地域の
様々な主体と連携し、
それぞれの拠点で教室
を開催するサービスを
展開した。 

＜地域の医師会と商店街の連携＞  

【テーマ】羽島市・羽島郡医師会包括的健康管理プロジェクト 
【実施団体】社会医療法人蘇西厚生会まつなみリサーチパーク、 
       羽島市医師会、羽島郡医師会 ほか 
     （岐阜県羽島市,羽島郡笠松町,羽島郡岐南町） 

 ○地域の医師会が主体となり、家族単位のかかりつけ医に
よる住民の個人健康情報管理プログラムを構築。 

【健康にこだわる地元の商店の紹介冊子、地元
の飲食店が考案した健康メニュー本】 

○また、地元の商店
街と医師会が連携
し、健康にこだわる
店の目印としてのス
テッカーや健康メ
ニュー本を作成し、
地域の健康寿命延
伸を図るモデルづくり
に取り組んだ。 
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グレーゾーン解消制度 （産業競争力強化法） 

事 

業 

者 

大
臣 

規
制
所
管 

大
臣 

事
業
所
管 

①規制の解釈・適用の有
無の確認の求め 

③回答 ④回答内容の通知 

②確認 

健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン 

共同し
て作成 

参考 

 事業者が健康製品・サービスを提供する際に、関連法の規制の適用範囲が不明確な分野が存在。このた
め、産業競争力強化法において、個別案件の事業計画に即し、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる
グレーゾーン解消制度を創設。 

 特に、公的領域である医療・介護分野との関係が深く、事業者のニーズが大きい分野については、経産省と厚
労省が連名でガイドラインを策定（平成２６年３月）。平成２９年３月現在、２４件についてヘルスケア
分野におけるグレーゾーンを解消済。 

 グレーゾーンの解消（２４件の案件について実施済） 
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１.予防のための運動／栄養指導 

 民間事業者が、自らは診断を行わず、医師からの運動又は栄養に
関する指示書に基づき、生活習慣病等に罹患していない者に対し、
健康の維持・増進を目的として、運動指導又は栄養指導を実施 

○確認事項（民間事業者） 

○取組内容 

○イメージ 

・運動指導又は栄養指導が、医師法第17条に規定される「医  
業」、保健師助産師看護師法第５条に規定される「診療の補助」
に該当しないこと 

・運動又は栄養に関する指示書は、医師が交付すること 

・利用者は、生活習慣病等に罹患しておらず、医師による生活習慣
病、怪我や障害等に関する治療を受けていないこと 

 医師が、利用者に対して、療養の給付とは別に、運動又は
栄養に関する指示書を有料で交付 

・指示書の交付が、健康保険法第63条第１項に規定される
「療養の給付」に該当しないこと（対象者から、費用を二
重に請求していないこと） 

・医療機関が、特定の民間事業者を利用者に紹介しないこと 

 医師が出す運動又は栄養に関する指示書に基づき、民間事業者が運動指導又は栄養指導を行うケース 

①医師による運動又は栄養に関する指示 
   書の交付 

医療機関 利用者 

④運動指導又は栄養指導 

②健康の維持・増進を目的とした運動又は栄
養に関する指示書に係る手数料 

民間事業者 

③指示書の持ち込み 

⑤利用料 

○確認事項（医療機関） 

○取組内容 

グレーゾーンの解消（事例①） 
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 医療法人が、希望する場合に、入院患者に加え、通院患者に対
し、配食の形により、病院食を提供 

○確認事項（医療法人） 

○取組内容 

○イメージ 

○取組内容 

 民間事業者が、利用者本人が採取した血液などの検体につい
て、簡易な検査を行い、当該利用者に対し、検査結果の事実のみ
を通知することにより、健康管理の一助とする 

○確認事項（民間事業者） 

○イメージ 

２.病院食の提供 ３.簡易検査 

入院患者 

配食サービスの提供 

通院患者 自宅 

利用者 

検体の自己採取及び検
査結果の受取り 

民間事業者 

・ 医療法第42条に規定される医療法人の附帯業務に含まれ 

 ること 

 
※ 病院食の提供が、新たに、医療法人の附帯業務として位置づけられること 
     が必要。厚生労働省は、今秋から医療関係者等からなる検討会を開催し、本論
点については、年内を目途にとりまとめを目指す。 

 

・利用者本人が血液などの採取を行うこと（医師法第17条に規
定される「医業」に該当しないこと） 

・検査結果による診断は行わないこと 

・検体を採取し、簡易な検査をする場所が、臨床検査技師法第
20条の３に規定される「衛生検査所としての登録が不要な施
設」に該当すること 

※ 厚生労働省は、衛生検査所としての登録が不要な施設として、簡易検 
     査を行う場所を位置づけることについて、今後検討予定。 

グレーゾーンの解消（事例②） 
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第３フェーズ：資金等の供給（地域ヘルスケア産業支援ファンド） 

 株式会社地域経済活性化支援機構（REVIC）は、2014年9月1日に「地域ヘルスケア産業支
援ファンド」を設置。リスクマネー及び経営人材を供給。14件について出資。（平成28年4月末現
在） 

 

 

 

 ファンド総額：100億円、存続期間：7年、業務運営：REVIC キャピタル㈱、㈱AGS コンサルティング 
 構成員（全２３社）： ㈱みずほ銀行、㈱北海道銀行、㈱秋田銀行、㈱北都銀行、㈱東北銀行、㈱足利銀行、㈱常

陽銀行、㈱千葉銀行、㈱千葉興業銀行、㈱横浜銀行、㈱北陸銀行、㈱静岡銀行、㈱紀陽銀行、㈱中国銀行、㈱
福岡銀行、㈱沖縄銀行、㈱西日本シティ銀行、㈱北日本銀行、㈱栃木銀行、横浜キャピタル㈱、地域経済活性化
支援機構、㈱AGS コンサルティング、REVIC キャピタル㈱ 

地域金融機関等 

出資 

顧
客
・
患
者 

サービス 
提供 

次世代ヘルスケア産業支援ファンドは、①経営人材投入、②出資、の2大機能を提供 
また、異業種企業と協働し、イノベーションを生起する 

異業種企業 
協働 

事業支援 

出資 
経営人材投入 

新
た
な
ヘ
ル
ス
ケ
ア
事
業 

 

（
医
療
機
関
・
介
護
事
業
者
・
周
辺
事
業
者
、 

又
は
そ
れ
ら
の
合
弁
事
業
体
） 

出資・運営 

地
域
経
済
活
性
化 

支
援
機
構 

地域 
ヘルスケア 
産業支援 
ファンド 
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③ 需要面の対策 - 健康経営の推進 

 健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考
えの下、 健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。 

 企業が経営理念に基づき、従業員の健康保持・増進に取り組むことは、従業員の活力向上や生産
性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上へ繋がることが
期待される。 

    

組織の活性化 
生産性の向上 

従業員の健康増進 
従業員の活力向上 

企業理念（長期的なビジョンに基づいた経営） 

人的資本に対する投資 
（従業員への健康投資） 

業績向上 
企業価値向上 

社会への効果 
国民のQOL（生活の質）の向上 
ヘルスケア産業の創出 
あるべき国民医療費の実現 
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業種名※ 選定企業名 

建設業 大和ハウス工業 
サービス業 ネクスト 
小売業 ローソン 
食料品 味の素 
繊維製品 ワコールホールディングス 
化学 花王 
医薬品 塩野義製薬 
精密機器 テルモ 
ゴム製品 バンドー化学 

ガラス・土石製品 TOTO 
鉄鋼 神戸製鋼所 

金属製品 リンナイ 
機械 サトーホールディングス 

電気機器 ブラザー工業 
輸送用機器 デンソー 
その他製品 トッパン・フォームズ 
卸売業 伊藤忠商事 

証券・商品先物取引業 大和証券グループ本社 

保険業 東京海上ホールディングス 
不動産業 大京 
陸運業 東京急行電鉄 
空運業 日本航空 

電気・ガス業 東京ガス 
情報・通信業 ＳＣＳＫ 

＜健康経営銘柄 2017選定企業一覧＞ ※業種は東京証券取引所の業種区分 

「健康経営銘柄２０１７」の選定 

○平成２７年３月、初代となる「健康経営銘柄」を選定以後、主要な新聞社やテレビ放送において 「健康経
営」を取り上げる機会が大幅に増加。 

○平成２９年２月２１日に、第3回目となる「健康経営銘柄2017」として24社を選定。選定に用いる健康経
営度調査には、過去最高の726社(法人)からの回答があり、社会からの関心の高まりが見受けられる。 
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＜「健康経営銘柄2017」発表会の様子＞ 



中小企業における健康経営推進 

中小企業・医療法人 等 

数百万法人 

健康経営優良法人 
 

基準策定：厚生労働省・経済産業省 
認定事務：日本健康会議 

数百法人 

健康宣言内容の達成 
（健康経営の実践） 

健康宣言に取り組む法人 
 

基準策定・宣言取りまとめ：日本健康会議 

１万法人 

健康宣言の実施 
（健康経営実施の意思表示） 

○金融市場 
（低金利融資等） 

Ex) 地銀、信金など 

民間企業等による
インセンティブ
（動機付け） 
の付与（想定） 

○労働市場 
（採用広告等） 
 

Ex) 人材紹介・派遣 
   会社など 

○公共調達 
（入札評価等） 

Ex) 地方自治体 

○健康経営ハンドブックや健康経営アドバイザーを通じたノウハウの提供 

民間企業・
団体や各
種支援策
を通じて 

 
健康経営
の実施を
支援 

○全国健康保険協会、都道府県労働局、産業保健総合支援センター
（独立行政法人労働者健康安全機構） 、医療勤務環境改善支援セン
ター、中央労働災害防止協会、などを通じた支援 

○健康経営支援事業者等を通じた良質なサービスの提供 
28 

 中小企業における健康経営を推進するために、「健康経営優良法人認定制度」等を開始。 

 認定制度に併せて、①健康経営アドバイザー（東商資格制度）等を通じたノウハウの提供や、②金融機関等
による低金利融資や人材関連企業からの人材確保支援など認定企業へのインセンティブを充実させていく予
定。 



「健康経営優良法人2017」の認定 

○平成２９年２月２１日に、日本健康会議が「健康経営優良法人2017」を認定。 

○初回となる今回は、大規模法人部門が２３５法人、中小規模法人部門が９５法人を認定した。 

29 

＜「健康経営優良法人2017」発表会の様子＞ 

＜「健康経営優良法人2017」プレスリリースと認定法人一覧＞ 

http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170221008/20170221008.html 

（プレスリリース本文） （大規模法人リスト（一部）） 

（中小規模法人リスト①） 
（中小規模法人リスト②） 



(平成29年２月７日現在、経済産業省ヘルスケア産業課調べ) 

【青森銀行】(青森県)ながいきエール 

【北日本銀行】(岩手県) 
「いわて健康経営宣言」事業所応援ローン 

【足利銀行】(栃木県) 
健康経営応援ローン 

【福島銀行】(福島県) 
社員の健康づくり宣言事業所応援融資 

【常陽銀行】(茨城県) 
常陽健康経営サポートローン 

【東邦銀行】(福島県) 
スーパーローン「健康経営応援プラン」 

【筑波銀行】(茨城県) 
あゆみ「復興支援ローン」 

【肥後銀行】(熊本県) 
ひぎん健康企業おうえん融資制度 

大分県「健康経営事業所認定制度」 

青森市 
「あおもり健康アップ実践起業認定制度」 

徳島県「健康とくしま応援団」 
「健康づくり推進活動功労者 知事表彰」 

沖縄県 
「頑張る職場の健康チャレンジ」 

弘前市「ひろさき健やか企業」 
低金利融資、建設工事入札加点、奨励金交付 

山形県「やまがた健康づくり大賞」 

【日高信金】(北海道)ひだかしんきん健康サポート預金 

新潟県 「元気いきいき健康企業登録制度」 

【第四銀行】(新潟県) 
「地域創生応援資金融資制度」 

【松本信金】(長野県) 
「健康寿命延伸 特別金利定期積金」 

【島根銀行】【山陰合同銀行】 
健康宣言事業所、認定事業所向け金利優遇 

島根県  
「しまねいきいき健康づくり実践事業所」 

 「ヘルス・マネジメント認定制度」 
富山県 

「のばそう健康寿命！健康づくり企業大賞」 

前橋市 
「まえばしウェルネス企業」 

【東京東信用金庫】(東京都) 
健康優良企業向け低利子ローン 

高知県 
「職場の健康づくりチャレンジ表彰」 

【伊予銀行】(愛媛県) 
いよぎんビジネスサポートローンH「ヘルスマネジメント』 

宮崎県「健康長寿推進企業等知事表彰」 

【十六銀行】(岐阜県) 
エブリサポート21『健康経営プラン』 

【北洋銀行】(北海道)ほくよう健康増進サポートローン」 

掛川市「かけがわ健康づくり実践事業所」 
HP掲載、講師派遣、協力機関サービス 

静岡県 「ふじのくに健康づくり推進事業所」
健康づくり知事褒賞 

石川県 
「健康づくり優良企業 知事表彰」 

京都府 
「きょうと健康づくり実践企業登録制度」 

大阪府「大阪府健康づくりアワード」 

和歌山県「健康推進企業認定制度」 

【埼玉信用保証協会】(埼玉県) 
健康保険協会・組合連携保証制度

「健やか」 

【東京信用保証協会】(東京都) 
「健康企業応援・ダイバーシティ 

推進保証制度」 

【みずほ銀行】（東京都） 
「みずほ健康アシスト」 

東京都中小企業制度融資 

【みちのく銀行】(青森県)「ふるさと・いきいき」 

【岩手銀行】(岩手県) 
「いわぎん健康経営サポートローン」 

【愛媛銀行】（愛媛県） 
「ひめぎんフリーローン・プレステージ」 

【広島銀行】(広島県) 
＜ひろぎん＞健康経営評価融資制度 

鳥取県 
「健康経営マイレージ事業（知事表彰)」 

横浜市 
「健康経営応援認証」 

【七十七銀行】(宮城県) 
健康宣言企業役職員向け低利子ローン 

【鳥取銀行】（鳥取県） 
「地域振興ファンド活力（健康経営プラン）」 

岐阜県 
岐阜県中小企業資金融資制度(雇用支援資金) 

香川県 
「健康経営取組事業所認定・表彰」 

【池田泉州銀行】（大阪府） 
「人財活躍応援融資“輝きほろがる”」 

【福岡県信用保証協会】(福岡県) 
「健康経営応援保証すこやか」 

京都信用金庫（京都府） 
「健康経営パートナー制度」 

【西武信用金庫】(東京都) 
健康優良企業サポートローン 

民間による主なインセンティブ 

自治体による主なインセンティブ 

※枠内色塗りは平成28年８月以降に創設 

兵庫県 
「兵庫県健康づくりチャレンジ企業登録制度」 

【トマト銀行】(岡山県) 
トマト健活企業応援ローン 

【中国銀行】(岡山県) 
ちゅうぎん健活企業応援ローン 

【群馬銀行】(群馬県) 
ぐんぎんスモールビジネスローン 

つがる市 
「つがる市健康経営企業認定」 

【徳島銀行】（徳島県） 
「とくぎんトモニ成長戦略ファンド」 

○ 自治体よる表彰制度や、地銀、信金等民間企業による低利融資など、企業による従業員の健康増進に係る

取組に対し、インセンティブを付与する自治体、銀行、機関が増加している。こうした取組の一層の拡大を図る。 

＜参考＞健康経営の推進に関連する地域のインセンティブ措置例 
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他の生活習慣病(高脂血症、高血圧等) 等 

IoTによるエビデンス・ベースド・ヘルスケア(EBH)の確立 (糖尿病を中心とする生活習慣病等を対象) 

〔糖尿病軽症者〕 

HbA1ｃ 6.5以上 

投薬等をしていない者 
 

〔糖尿病予備群〕 

HbA1ｃ 5.6以上 

6.5未満 
 

〔糖尿病患者： 
治療中〕 

投薬／人工透析 
 
 

 

〔健常者〕 

HbA1ｃ 5.6未満 
 

 
  

糖尿病 

今回のプロジェクトのターゲット 従来のプロジェクトのターゲット 

＜今後の展開イメージ＞ 
 地域・中小企業への拡大、予備群・健常者等への適用（①） 
 他の生活習慣病等への展開（②） 

＜将来展望＞ 
 エビデンスに基づき、データを活用して自らの健康を管理・改善 
 EBHモデルを軸とした、データ・ヘルスケア産業のフロントランナーに 

<

従
来
の
ア
プ
ロ
ー
チ(

例)>
 



イ
ベ
ン
ト
・
広
報
等
に
よ
る
普
及
・
啓
発 



健
康
ポ
イ
ン
ト
な
ど
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与 



健
康
意
識
が
高
い
層
に
よ
る
デ
バ
イ
ス
等
の
活
用 

① 

大         医療費削減効果            小 

潜在的な 
対象者・患者数 

※概数、各種統計等より作成 

＜年間医療費＞ 
投薬:約 40万円 
透析:約580万円 

② 

生活習慣病 

＜平成28年度実証事業のポイント＞ 

○ 本人同意を前提に、ＩｏＴによる取得されるデータの連携、蓄積基盤を構築（交換規約やデータ交換様式の検討、試行） 

○ 医学的に確立された糖尿病診断指標(HbA1c)を用い、治験等に用いられる手法(対照実験等)により効果を明確に検証 

   → コアとなる健診・健康データと、明確な効果検証による予測・介入手法の進化、EBH基盤の確立を目指す 

投薬:200万人 
透析:10万人 

約8,000万人 
 ※30歳以上人口のうち、糖尿病予備群等を除く 40万人 1,000万人 
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１．健康・医療分野の現状と目指すべき方向 
 
２．生涯現役社会の実現に向けた政策 
   
  ① 次世代ヘルスケア産業協議会 
  ② 供給面の対策 ｰ ヘルスケアビジネスの創出支援 
  ③ 需要面の対策 ｰ 健康経営の推進 
 

３．今後の政策の方向性 

目次 
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これまでのヘルスケア産業政策の流れと今後 

誰もが人生を最期まで幸せに生きることができる「健康長寿社会」を構築するため、
これに貢献するヘルスケア産業を育成し、国民生活の向上につなげる。 

ヘルスケア産業
政策の基本理念 

第四期 
（2016春～） 

 地域包括ケア実現に貢献するヘルスケア事業の位置づけ明確化 

政策手法： 地域包括ケアシステム関係者（自治体・医師会等）と地域版協議会の連携モデル、 
 ＩＴを活用した行動変容モデル、中小企業向けの健康経営優良企業認定制度 

第三期 
（2014秋～） 

 自治体との連携による地域でのヘルスケア事業の展開 

政策手法： 地域版協議会設立促進、地域ヘルスケアファンド、自治体・ヘルスケア事業者・ 
 医療機関の連携のモデル事業、第三者評価、大企業向けの健康経営銘柄等 

第二期 
（2013冬～） 

 医療介護周辺産業を支える民間事業者の育成・事業環境整備 
 政策手法： 次世代ヘルスケア産業協議会、グレーゾーン解消、民・医連携のモデル事業、 

 健康投資促進（健保等の保健事業の費用対効果測定） 等 

第一期 
（2011夏～） 

 医療介護周辺サービス等の公的保険外市場の見える化 
 政策手法： ヘルスケア産業課創設、先進的事業者のビジネスモデル実証 

 市場規模試算（運動・栄養等の糖尿病予防サービスの市場創出試算） 
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「地域版協議会」の整備 リスクマネーの供給 
新たな資金供給 

 健康ビジネスの創出支援 

 平成29年3月23日に新事業創出WGを開催、3月31日に健康経営WGを開催予定。 

 平成29年度早期に第6回次世代ヘルスケア産業協議会を開催し、地域におけるヘルスケア産業
の育成や健康経営の推進等に向けた具体策を示した「アクションプラン2017」をとりまとめる。 

ビジネスノウハウの提供 
先進事例の共有 
グレーゾーンの解消 

第1フェーズ 
ビジネスの構想期 

①地域課題の発掘・発信 
②地域事業者の発掘・育成 

第2フェーズ 
ビジネスモデル構築期 

③ビジネスコンセプトの設計 
④ビジネスモデルの策定・実証 

第3フェーズ 
ビジネス発展期 

⑤事業計画（戦略）策定 
⑥資金調達 
⑦ビジネス着手・発展 
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第4フェーズ 
インフラ整備 

⑧データの蓄積・共有 
⑨都市環境整備 

基礎的データの蓄積 
生活空間・産業創出
基盤整備 



QOL 

死亡 

発症 

要介護 

1次予防（健康づくり） 
2次予防 

（重症化予防） 

3次予防  
（再発予防等） 

重症化 

青年 壮年 老年 

発作 

年齢 
 出所)  永井良三氏（自治医科大学）作成資料を基に経済産業省作成 

 1人1人が心身の健康状態に応じて経済活動や社会活動に参画し、役割を持ち続けることのできる「生涯現役社

会」の実現に向けて、医療・介護関係者と民間事業者、関係省庁が一丸となって、以下の方向性で取組を進めて

いくべきではないか。 

 ①産業・まちづくり・コミュニティ等の環境の変容による健康インフラづくり（一次予防） 

 ②職域と地域が連携した気づきと重症化予防のサービスづくり（二次予防・三次予防） 

 ③上記を促進するインセンティブの整備 

生涯現役社会の実現に向けた環境整備の方向性 

健康インフラによる 
発射台の底上げ 

気づきの機会 

適切な行動変容サービスを提供
することで、谷に落ちていかない 
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